
（様式８） 

                              令和８年５月１８日 

質 問 書 に 係 る 回 答 

 

重複・多剤服薬者に係る適正受診・適正服薬促進事業業務委託について、質問書を受理しまし

たので、次のとおり回答します。 

                               

 

№ 資料名 ページ 番号等 質 問 回 答 

１ 仕様書 ３ ５ 

（６） 

医師会及び薬剤師会への説 

明資料の作成について 

① 説明資料は、医師会向 

け・薬剤師会向け等で複数 

種類の作成を想定されてい 

ますでしょうか。 ② 作成 

した説明資料については、 

貴市へ納品する認識で相違 

ないでしょうか。 

①具体的な指定はござい

ませんので、ご判断にお

任せします。 

②ご認識の通りです。 

２ 仕様書 ４ ５ 

（４） 

電話相談窓口の開設および 

電話相談対応について 

①昨年度事業における電話 

相談窓口の開設期間（開始 

時期および終了時期）につ 

いてご教示いただけますで 

しょうか。 

電話相談窓口の開設期間

について、具体的な指定

はありませんので、ご判

断にお任せしますが、 

昨年度は、１０月中旬 

から３月末まで開設して

いました。 

３ 仕様書 ４ 

 

５ 

（２） 

（カ） 

通知物の発送に係る郵送料 

金は、受託者負担の認識で 

相違ないでしょうか。 ま 

た、貴市に一括納品する場 

合の送料についても受託者 

負担との認識でよろしいで 

しょうか。 

本市に納品いただく際の

郵送料については受託者

負担です。本市から対象

者への発送に係る郵送料

は、委託者(本市)負担で

す。 

 

＜本事業に係る問い合わせ先＞ 

鹿児島市市民局市民文化部国民健康保険課保健事業係（別館１階） 

担当：菊地 

TEL：０９９－８０８－７５０５ FAX：０９９－２１６－１２００ 

Email：kokuho-hoken@city.kagoshima.lg.jp 


